
　令和２年８月から当センターご利用について制限を設けておりましたが、熊本県

の新型コロナウイルス感染症のリスクレベルが「レベル３」に引き下げられた

ことにより、令和２年１０月１日（木）から利用制限を緩和します。

　なお、施設利用の際には、これまで同様、感染予防対策の徹底をお願いします。

　詳しい内容は、山鹿市民交流センターまでお問い合わせください。
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